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中央会事業だより

REPORT景
況 石川県中小企業団体中央会 ＤＩ調査報告 令和６年８月

県内製造業情報連絡員：8 業種 31 人 ／ 県内非製造業情報連絡員：6 業種 27 人

○ＤＩ値で見ると、昨年同月比をもとに前月との増減を比べた場合、９項目中、３項目が上昇、１項目が横ば
い、５項目が悪化となった。原材料費やエネルギー価格等の高騰が収益性に悪影響を与えており、製造
業においては先行きが不透明である。非製造業においても消費の低迷と原材料高等が影響し、厳しい
状況である。インバウンド客は好調であるが、国内観光客の動きが鈍いとの声が上がっている。また製
造業・非製造業共に人手不足が深刻化している。

○製造業においては、９項目中、４項目が上昇し、１項目が横ばい、４項目が悪化となった。原材料・エネル
ギー価格高騰が影響し、価格転嫁も難しく、収益性が悪化している状況である。海外情勢や米国の景
気後退リスクもあり、景気減速の懸念が生じている一方で、円高による原材料高改善も期待されてい
る。悪化していたのは、価格転嫁に成功し売上は増加したが、原材料高の上昇により収益状況が悪化し
たプラスチック製品製造業、地震の復旧がなかなか進まない中で仮設住宅への入居で職人が少しず
つ戻ってきている漆器製造業、取引会社の生産量減少及び海外経済影響で売上・収益が低調であった
機械器具製造業などであった。一方、好調であったのは、前年同期比では売上・収益性が良くなってき
た金属製品製造業、公共・民間ともに安定的な売上を計上した砕石製造業などであった。

○非製造業は、８項目中、３項目が上昇し、２項目が横ばい、３項目が悪化となった。能登半島地震の影響
が残っており、売上減少している企業も多い。物価が高騰し、収益の悪化の改善の目途は立たない。北
陸新幹線県内全線開通の効果が実感できていないが、９月開始のいしかわ応援割に期待したい。悪化
していたのは、能登半島地震の影響で魚の入荷量が減少したままである水産物卸売業、解体も遅れて
いるため宿泊需要が出てきておらず、当初見込みより復旧事業者の宿泊が少ない宿泊業（能登方面）、
売上と収益及び積載量も減少している運輸業、一方、好調であったのは、大型物件の案件のおかげで
売上・収益が増加した板金・金物工事業、コロナ禍前ほどのにぎわいはないものの、宿泊単価及び宿泊
客数が増加している宿泊業（加賀方面）などであった。

○最低賃金引き上げの影響について
○全業種では、「影響がある」が63.0％、「影響はない」が37.0％となった。昨年の同様の調査では引き上

げ額は４２円であり、「影響がある」との回答は51.8％であった。今年は昨年以上の引き上げ額であるこ
とから、最低賃金引き上げの影響は大きくなった。業種別でみると、製造業においては、「影響がある」
が70.4％、「影響はない」が29.6％であった。非製造業では、「影響がある」が55.6％、「影響はない」が
44.4％となり、製造業のほうが「影響がある」割合は高かった。「影響がある」と回答した理由としては、

「人件費増加による収益悪化」が最も多く、次いで「雇用維持が難しくなる」が続いた。「影響はない」
と回答した理由としては、「最低賃金水準以上で雇用している」が最も多く、「影響を受ける人材が少な
い」が続いた。また、「影響がある」と回答した場合の対応としては、製造業では「生産性向上の努力」が
最も多く、「残業・労働時間の短縮」、「商品・サービスの価格引き上げ」などが続いた。非製造業では「残
業・労働時間の短縮」と「商品・サービスの価格引き上げ」が同率であった他、「生産性向上の努力」など
であった。対応も様々で多岐にわたることから、業種を問わず、あらゆる手段を講じて努力していくこ
とが読み取れる。

○現在、原材料高や電気料金高騰によるコスト負担が収益を圧迫、価格転嫁も難しいため、経営状況が
悪化している事業者も非常に多い。このような環境下において、今後も続くとみられる最低賃金の引
き上げ傾向への対応は、より一層中小事業者の経営の大きな負担となることが予想される。

※本調査は、当会に設置している情報連絡員〔中小企業の組合（協同組合、商工組合等）の役職員５８人に委嘱〕
による調査結果です。ＤＩ値は、情報連絡員が所属する組合の組合員企業の全体的な景況（前年同月比）です。

令和６年８月期において
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中央会事業だより

景況の推移（前年同月比）石川県分（主要３項目）
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売上高
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景気状況

令和 6 年 天気図天気図天気図
全体 製  造  業 非製造業

売 上 高 － 37.9 － 51.6 － 22.2
（▼15.5） （▼9.7） （▼22.2）

在 庫 数 量 － 4.3 － 3.2 － 6.7
（6.3） （6.5） （5.8）

販 売 価 格 37.9 35.5 40.7
（10.3） （6.5） （14.8）

取 引 条 件 － 15.5 － 19.4 － 11.1
（▼ 1.7） （▼3.3） （0.0）

収 益 状 況 － 37.9 － 45.2 － 29.6
（▼ 6.9） （0.0） （▼14.8）

資 金 繰 り － 13.8 － 19.4 － 7.4
（▼ 1.7） （3.2） （▼ 7.4）

設備操業度  － 48.4 － 48.4 －（▼16.1） （▼16.1）

雇 用 人 員 － 13.8 － 22.6 － 3.7
（0.0） （▼3.2） （3.7）

業界の景況 － 39.7 － 58.1 － 18.5
（1.7） （3.2） （0.0）

※１：（　）内の数字は前月とのポイント差（▼は減少）
※２：設備操業度は製造業のみ

全体の景況感
※主要３項目（売上高・収益状況・業界の

景況）の平均値

大雨
−38.5

天気図の見方
各景況項目について「増加」（又は「好転」）との
回答を頂いた業種割合から「減少」（又は「悪化」）
との回答を頂いた業種割合を引いた値をもとに
作成しました。その基準は次の通りです。

晴れ
１０～２５

未満

くもり
１０未満～
－１０未満

雨
－１０～

－２５未満
快晴

２５以上
大雨

－２５以下

８月期
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組合運営

QQ11 当組合は、他県の組合の組合員に災害により損失が生じた者がいるため、上部団
体からその被災した組合員に対する災害見舞金に充てるための分担金を賦課され、
拠出しました。

この場合の法人税関係の取扱いはどうなりますか。

AA11 同業団体の構成員が被災した場合に、その被災した構成員に対する災害見舞金に充
てるために当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、次のよ
うな取り扱いがあります。

同一の連合会傘下の異なる組合の組合員に対する災害見舞金に充てるための分担金
についても、分担金を負担する組合員が属する組合と、被災した組合員が属する他の組
合との事業関連性などからみて、組合員の相互扶助を目的として実施するものであれば、
同様に取り扱うことになります。

その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な
基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、その支出する事業年
度の損金の額に算入される（法基通 9-7-15 の 4）

QQ22 当組合は、能登半島地震により被災し、各所から義援金や見舞金を受け取りました。
税務上はどのような扱いになりますか。

AA22 組合が受けた義援金や見舞金の収入金額は、法人税法上益金の額に算入され、法
人税等の課税対象となります。

なお、災害により被害を受けた組合の有する商品、事務所等の資産の損失額は、損
金の額に算入されます。

QQ33 当組合は、上部団体や他県の組合から、能登半島地震により被災した組合員へ渡
す義援金を預かり、その被災した組合員に配賦しました。

これらの会計処理・税務処理はどのようにすればいいのでしょうか。

AA33 組合自身への義援金や見舞金は、Q2 のとおりが受け取った組合の益金の額に算入さ
れますが、組合員への支払いに充てる義援金を預かり、組合員に配賦した分については、
貴組合にとっては預り金的な性格を持つものであり、貴組合の益金・損金には算入され
ません。

  組合運営相談室　　　　　　税務編 ～個別専門相談室の相談事例から～

組合と寄附金について
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会報読者アンケート　プレゼントクイズ当選者紹介！
　会報２０２４年 No.４（７月発行）にて実施したプレゼントクイズの答えは、

「大谷（藤浪）世代」でした。
　ご回答いただいた方から、抽選の結果、１名の方にプレゼントを
お贈りさせていただきました！

当選者：SPCJAPAN 北陸事業協同組合
小川 夏絵 様

　プレゼントは、三重県の「伊勢地酒」セット
です。中央会事業だよりのコーナーでご紹介し
た、「石川県事務局協議会視察研修事業」に
て三重県伊勢市に訪問し、購入いたしました。
　ご回答いただき、ありがとうございました。 当選者の小川様

▶ ︎プレゼントの伊勢地酒セット

　今号のプレゼントクイズでは、ご回答された方の内から当選者の方に、中央会事業にちなんだ
品物をお贈り致します。
　〆切は１１月２２日（金）！！ ご回答お待ちしております！！

組合運営 Pick up! & お知らせ

【組合女性部の概要】
●住所／〒925-0447　石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲の２６番地１
●代表者名／三谷　則子（みたに　のりこ）
●設立／平成 8年 4月
●会員数／ 14名
●会員の主な業種／ファストフード、惣菜店、婦人専門店、靴・鞄・化粧品
●役員構成／代表 1名、副代表 1名
●連絡先／ TEL：0767-42-2000

富来町商業近代化協同組合  アスク女性部

女性部が中心となり、組合員、従業員で他のショッピングセンターを訪問し見学、勉強会などを行っていましたが、コロナ
禍以降、近場での活動が主となっています。毎年行っているのは、地元商工会と一緒に「世界一長いベンチ」でのイベントや「増
穂浦海岸」の清掃など、地域に密着した活動です。令和４年１１月には中央会女性部の訪問事業で当ショッピングモールア
スクにも来ていただきました。増穂浦海岸での発表会及びベンチ周辺の散策等で多数の会員さんに富来を満喫していただき、
アスク女性部の活動を知っていただく機会となりました。令和５年２月には、浜崎行政書士事務所 所長 浜崎 泰彦氏を講師
としてお招きし、「終活と事業承継について」研修会を実施しました。「エンディングノートの書き方」なども学び、楽しく将来
を考える機会となりました。今後も地震の被害にめげず、女性部会員、組合員協力し合い、前向きに活動をしていきたいです。

当組合は、志賀町富来にあるショッピングセンター「アスク」を運営しています。ショッピングセンター内の各店舗の女性が
集まり、平成８年に女性部が設立されました。設立当初はこれといった活動も行わず名前だけの女性部でしたが、町村合併・
能登沖地震・人口の減少などの様 な々要因により、ショッピングセンターの集客力の低下がみられたことから、「女性部として
何かできないか」と一念発起。当時男性オーナーが中心となっていた販促企画に参加し、女性の視点から地域の人に親しま
れるショッピングセンターづくりを提案しました。

設立の目的・経緯

現在の活動内容

組合女性部活動紹介組合女性部活動紹介

アスク女性部三谷会長による活動報告の様子

浜崎講師をお招きした研修会の様子
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（A 退職金制度導入編）

《事業主向け》

（2021.08）








